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上智大学経済学会会則

第 1条　本会は、上智大学経済学会と称する。

第 2条　本会は、経済学・経営学の研究とその発表を目的とする。

第 3条　本会は、事務局を上智大学経済学部に置く。

第 4条　 本会は、上智大学経済学部・大学院経済学研究科所属の専任および兼任教員をもって構成する。

第 5条　本会は、次の事業を行う。

　　　　 1．雑誌「上智経済論集」の発行。

　　　　 2．ディスカッション・ペーパーの発行。

　　　　 3．国内および国外の諸大学・研究機関との資料および研究成果の交流。

　　　　 4．学生の研究活動の指導・援助。

　　　　 5．その他、経済学部教授会または経済学研究科委員会で適当と認めた事業。

第 6条　本会の運営は経済学部教授会または経済学研究科委員会の決議による。

第 7条　本会に次の役員を置く。

　　　　 1．会長（経済学部長）。

　　　　 2．編集委員若干名（任期 2年）。

第 8条　本会則の変更は、経済学部教授会の決議による。
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